
貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は株式会社ルームバンクインシュアの賃貸保証システムをご利用いただきまして、
誠にありがとうございます。
平成26年4月からの印紙税の改正に伴い、非課税枠が大幅に拡大いたしました。

つきましては、保証委託契約締結の際、入居者控え兼領収書に一時立替えしていただいて
いる収入印紙200円を貼付する初回保証委託料の金額に変更が生じますのでお知らせい
たします。

現 行 ： 初回保証委託料30,000円以上 ⇒ 200円収入印紙貼付 消印

4月1日以降 ： 初回保証委託料50,000円以上 ⇒ 200円収入印紙貼付 消印

上記、変更に伴い、平成平成平成平成26年年年年4月月月月1日以降に締結日以降に締結日以降に締結日以降に締結された保証委託契約につきまして、弊社
から初回保証委託料を請求する際、収入印紙代200円を相殺する金額を50,000円以上とさ
せていただきますので、ご理解の程、お願い申し上げます。

ご不明な点等ありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。 何卒、ご賢察の程、よろしく
お願い申し上げます。

代理店様 各位

平成26年2月吉日

〒150-0012東京都渋谷区広尾1-1-39

恵比寿プライムスクエアタワー13階
株式会社ルームバンクインシュア

代表取締役 櫻井 規雄

印紙税改正に伴う保証委託契約締結の変更について

ＴＥＬ： 03-5468-3315

※※※※4月月月月1日以降は、日以降は、日以降は、日以降は、50,000円以下で円以下で円以下で円以下で200円収入印紙を貼付した場合は、弊社で負担はいたしかねますのでご注意ください。円収入印紙を貼付した場合は、弊社で負担はいたしかねますのでご注意ください。円収入印紙を貼付した場合は、弊社で負担はいたしかねますのでご注意ください。円収入印紙を貼付した場合は、弊社で負担はいたしかねますのでご注意ください。


